
会必h・
香時

第 137巻第4・5号

財政家としてのベーム バヴェノレク(下) ……八木紀一郎

フラン Fフノレト学派統計学と数理統計学…・長屋 政勝 19 

日本農業機械工業の流通機構・・・ ソーポン・チタサッチャ 44

イギリス初期綿工場における労働者管理・・ ・・神崎達久 70 

地域間労働生産性格差と就業構造...........……木立 力 94 

昭和 61年 4・5月

東郡大事経費事奮



70 (498) 

イギリス初期綿工場における労働者管理

グレッグのスタイアノレ士場コミュニティ分析を中心に(1)一一

神崎 達 久

I はじめに

イギリス産業革命期における工場制度の成立が，産業資本主義の確立町した

がってまた近代的な資本・賃労働関係の確立をもたらしたという点乙資本主

義発達史上一つの画期であることは周知の事実である。資本のもとへの生産・

生活手段の集中と唱生産・生活諸条件から分離された無産のプロレタリアート

の創出とが守資本・賃労働関係、確立の前提であること その基礎上ではじめて，

資本が生産過程の場において直接に号他人の労働・剰余労働に対寸る強制を行

ないろること‘このこともまた明らかである。だが，工場制度下での資本・賃

労働関係の具体的展開過程に目を向けるなら，一方での資本による生産・生活

手段の独占的掌握と，他方での自由な賃労働者の大量的存在という一般的・抽

象的な規定にとどまることはできない。なぜならそこには，工場制度の技術的

基礎たる機械体系の性格はもとより，賃労働の存在態様，資質・性格，また彼

らの工場労働への編成のされ方，さらに工場労働者としての訓練・陶冶等， き

わめて具体的かつ多面的な問題が含まれているからである。

このような労働者の工場労働への包摂，訓練・陶冶をめぐる諸問題は，社会

の基本的枠組が農業社会から工業社会へと転換しつつあった産業革命期の資本

・賃労働関係の形成.発展をみる場合唱とりわけて重安である。たしかに，産

業革命期の技術没革は，従米の手工業的技術白狭間主主を克服し，新たに機械体

系を創出して，近代的工場制度の客観的基礎を築いた。しかし，それはやにわ

に，工場制度への労働者の包摂と彼らの剰余労働に対する資本の強制.したが
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ってまた資本による賃労働支配が十全な姿態で貫徹されたことを意味しはしな

い。当時，相対的過剰人口が全社会的には創出さわしていなかったこと，また生

産・生活諸条件から切り離された貧民大衆にも，旧来の小生産者・小農民的資

質が強固に付着しており，いまだ旧い自由・独立に愛着を示して，時間や規律

の拘束を受ける工場労働を嫌悪していたことは，つとに指摘されてきたところ

である。。

ところで，産業革命をへて確立する資本・賃労働関係の完成された姿とは，

はたしてどのようなものだったのかu その指標を，資木の本質を労働指衛権と

m走千五われわれの視角にかかわらせてー本稿に必要なかぎ bで概括すれば，

以下のとおりである。まず労働力販売にかかわる流通過程的内容として，第 1

に，資本も労働者も個々ばらばらの自由で対等な商品所持者として関係するこ

と，第2に，労働力販売は経済的動機にのみ裏づけられて行なわれること，第

3に，労働力再生産=労働者の消費過程は労働者自身の私事として行なわれる

こと，さらに生産過程・労働過程的内容として，第 1に，個々の労働者の社会

的・集団的労働過程への編成が，機械体系という客観的基礎のうえで行なわれ

ること，第2に，他人の労働とりわけ剰余労働に対する強制権限ニ専制的指揮

権が，資本によって一元自宅に掌握されていること，これらの諸点が指摘されね

ばならない。すなわち歴史具体的には，全社会的な相対的過剰J人口の創出と労

働者諸個人相互の生存競争の展開，工場内部での機械体系の確立による労働者

の技能・熱株の排除と彼らの機械付属物化，また資本の指揮・統轄機能の産業

士宮・下士宮への配分と兵営的規律の施行，その基礎上での資本の意志貫徹二

剰余労働の強制， という事態がそれであるの。

1) Alfred， The Histury 01 the Faclory Movement， Londoll， 1857， vol. 1， p. 16; A. Redford， 
Lab明lrMigrat附 1in England， Manchester， 1926， pp. 19-26; S. D. Chapman， The Cotton 
Industry 叫 thelndustrial Revolulωn， London， l¥:!n， pp. 5;J-57. cf. J. L. & B. Hammond， 
The Town Lab引，rer.New York， 1978; The Skuled Labourer， New York， 1979 

2) 本稿の方法論的視角は『資本論~ jlI解にかかわる尾市芳治氏自諸労作から重大な示唆をえt::.o

(尾崎芳治，資本キ義から社会主義へ一一一『否定の否定』の間顕によせて一一-，経済J1975年
6月号，同，所有変革と『階置としての労働者』一一資本主義から社会主義へ〈続〉一一，同よ，
1976竿 5月号参照J近代的な資本 質労働問時とほ3その本質において，無所有にもとづく「耳(/



72 (500) 第四7巷第4田 5号

では，こうした十全な姿での資本・賃労働関係と「資本のもとへの労働の実

質的包摂」は、はたしてどのような具体的過程をたどって展開されてくるのか。

もとよりその全面的な解明には，産業草命総体の， とりわけ綿工業の全構造的

把握が必要であることはいうまでもないが，初期綿工場における資本の労働者

管理の分析は この過程の初発段階の具体相を明らかにするという点で，上記

課題に接近する一歩となるはずである。かくして本稿の課題は，初期綿工場の

中にあって「工場コミューアィ」とも形容される，いわゆる「アークライト

型」農村工場に対象を限定して，資本家的労働者管理の様相を，資本=専f倒的

指揮権という視角から，分析・検討することにある。

ここで，本稿の対象となる「ア グライト型工場」の一般的概観を示してお

こう。周知のように， 産業草命期綿業の技術的変革は， まずジェニー Jenny

0764年)，水力紡績機 water-frame(1769年)， ミューノレ rnule(1779年〕と

いう紡績機械の発明・改良によって始まり，それを基礎に工場制度が展開した。

これら各種精紡機の紡錘数の比較を示すのが，第 1表である。ここから， 1790 

年を境に，ジェニー・水力紡績機段階とミューノレ紡績機段階とが区分されるの

であるが，一方でミューノレを基礎とする工場制度の確立はナポレオン戦争によ

って遅れることとなったし，他方で水力紡績機を基礎とするアークライト型工

場は19世紀に入つでもなお一定の地位を占めていたのである。いま rアーク

、外された労働」として白近代賃労働と，独占的所有にもとづく他人苦働に対する「専制的指揮権」
としての資本との，支配 隷属関係に他ならぬものであること，それにもかかわらずj 流通表面

での自由 平等 所有ベンタムの仮象が，資本主義(市民社会〉における労働者。日常意識の
中にまで深〈浸湿していること.この岡市民幻想，鹿偽性。暴露一一氏によって鋭〈指摘された
マルクス『資木論』の経済学批判たZ孟去が再認識されねばならない。なお，このような資木主
義一般D本質規定とのかかわりで，わが国における従来町西洋経済史研究のー菌性を批判しつつ，
労働者の貴広問題を論じたものとして，潜水克洋，産業草市期フランスにお切る$'働者の貧困問
題一一グィレルメ調査報告の検討を中心に一一. r経済訴叢」第127:巻第2.3号I 1981年，同，
1~30年代フランス綿工業における工場体制と産業構造，向上，第127巷第6 号. 1981'1'.を審問
されたい。さらにまた，資本=専制的指揮権の視角からドイツ機戒工業の工場制度の分析・検討
を行なったものとして!幸田亮一， ドイツ機械工業の発展とレーずェ社新工場一一第1次大戦前
ドイツ機械工業の発展と工場改草11トー. r経済論叢」第129巻第6号. 1982年j 同， レーヴ z

社における工場管理一一第l次大戦前ドイツ機械工業町発展と工場改苧(2)一一，同上第130巻 第
1・2号， 1982年参照。
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第 1表各精紡機紡錘数

ジヱニー |ウォーター・フレイムlミ ュ ー Jレ

〈万窪7
1787年 161 (82%) 31 (16%) 5 (2%) 

1789年 140 (58%) 31 (13%) 70 (29%) 

1812年 16 ( 353百〕 31 C 7%) 421 (90%) 

(注) 1787， 1789年はカフーン (P.Colquhoun)の推計， 1812年はクロムプトン
(5. Crompton)白調査。
(N. J. Smelser， Social Change in the lndustrial Revol叫 ion，London， 1959， pp 
87， 97， 121 より引用〕

ヲイト型工場」の一般的特徴乞その後イギリス綿業D発展を担う乙ととなる

「ミューノレ型工場」との対比を念頭において概括すれば， (1)水力紡績機の技術

的特質上，紡績工程士構成する引伸し・ j然かけ・捲取りの作業が， ロ ー ラ -

roller system ・フライヤー flier・紡錘 spindle によって自動的・連続的に

行なわれ，労働者の筋力や熟練を必要とせず，婦人・児童などの不熟練労働者

に土る操作が可能であったと左。 (2)製造きれる糸が岡〈撚りのかかった太糸で

あることから，綿布の経糸に適合的で，同時期のジェニ による緯糸生産と相

互補完的な関係にあり，かくして家内工業的小経営を残存させたこと。(3)初発

から機械・動力設備・建物など固定資本額の比重が相対的に高かったこと。 (4)

動力の水力への依存により，農山村の河川流域に立地して，原料・製品市場か

ら遠く，労働力獲得上も深刻な労働力不足を招来するほどの困難さがあったこ

と。一一一ひとまずこのように特徴づけられるであろうの。

3) ζ白ような一一敵iIJ!持世において把握される「ア グライト型J工場は，歴史的にはどのように

位置づ円られるのか。わが国での従来の研究を回顧するとき，その歴史的位置づけに関して，主
にご様の規定が併存している。その第 iは，機械体系自性格上，全職場におい ζ熟練の排除と不
熟練労働者白分業にもとづ〈協業への編成とが行なわれている「アークライト型」工場こそ，全
骨働者に対する資本田1主主の直接的な貫徹， したがって「資本のもとへの苦倒の実質的包慎」の
完成がみられる，現代型の工場制度であったという見解である。(堀江英一編著「イギリス工場
制度の成立」第1章， ミネルグァ書房， 1971年。〕 また第2は， 小生産者層の分解を伴いつつ，
宮内工業からd規模工場へさらに犬規模工場へ!-，いわゆる准化的な禁展小生産者的発展。
コースにのって形成された[ジェエ ・ミ品ール型」工場こそが，綿業の構造変革とし、う阜で真に
革命的な追であって，初発から大工場として農村に立地した「アーグライト型」工場は，その労ノ
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ではこのような条件下にあった初期農村工場において，資本は，、かなる方法

で，いかなる資質・性格の労働者を調達，獲得したのか。また労働者をどのよ

うに工場労働に編成L.剰余労働を強制したのか。総じて労働者管理の特徴と

は何であったのか。それは資本による専制的指揮権の掌握という観点からする

とき，イギリス資本・賃労働関係史上， どのように位置つ事けられるのか。口、下

ではこれら諸点を検討して 初期農村工場の労働者管理の具体相を明らかにす

るが唱本稿ではさしあたり 1 初期農村工場の労働者類型とその調達のあり方を

検討しよう。

ところでわれわれの課題にとって好個の検討素材の一つを提供するのは，グ

レッグ会社 Sa由 uelGreg and Company のスタイアノレ Styal工場コミ品プ

ティである。当工場コミュユティは，工場制度の賛美者たるユア Undrew Ure 

はもちろん，その弊害者'非難・告発Lたケイ J.P. Kayによっても理想正し

て讃 えられた模範的な工場 村 落 ， そ の ひ と つ と し て 位 置づけられるものであ

るへ さらに当企業は， 1784年創設以後約 200年の長きに わ た っ て 存 統 ・ 発 展

¥a働者住民に対する前近代的な支配的様相とい号点rおいても p その道からはずれた一時的，過渡

的なエピソードにすぎなかったとするものである。(中川敬一郎，イギリス綿業における工場制

度の成立可 (1)(2). r経済論集」第20巻第4. 5号， 1951年。井上目込産業革命期におけるイギリ

ス綿業り構造変草. r土地制度史学」第四号， 1963年目〉さらにまた，社会政策研究の分野で，

「アークラ fト型」ム唱における「原生』甘労働関係」の発現の様相を，歴史段階ι特置とかかわ

らせてもっぱら「徒弟問題」として論じた戸塚秀夫氏の見解も，こと歴史的位置っけに関するか

ぎり，第2の規定!こ含まれるであろう。(戸塚秀夫「イギリス工場法成立史論」第z・3草，未来

社， 1966年ロ〉こうした対照的ともいうべきこ様の規定はj まさに初期農村士場のある局面を，
面的に強調して把握するものに旭ならず，これら両者を克服してイギり λ資本質封働関係の

形成・発展!::占めた初期典村工場のfす置が明らかにすると〉 とれ三そわれわれが資木=専制的

指揮権り視角カら初期農村工場の労働者管理を検討することの研究史上の位置づけである。

なおJ 本稿を合めて従来由研究が前提してきたこれら「アークライト型」工場。 般的特徴は，

機械体系の特質を除けば，紡錘数，規模，立地等の諸点で事実と異るも Dであったという問題提

起が，鈴木良隆「怪酔史 イギリ λ産業革命と企業者活動一一」同文館J 1982竿 dなされてし、

る。ここで詳細に検討することはできないが，それでも「ア クライト型」農村大工場の存在と

その企業の発展も一つの重要な事実であり j そこで0皆働者管理の解明は依然として重要な意味

があると言わねばならなし、
4) スタイアル工場コミュニティについては A.Ure， The Philosゆhy01 Manufactures， Lon 

don. 1967. pp. 346-348また仇の模範的工場村落については以下の文献を参照合 .1. P. Kay. The 
Modal即 dPhysical Condition of the Working classes， 2nd‘ed.， London， 1970; W. C. Taylor， 

Notes 0/ a tow 問 theManufacturirrg Districts 0/ Lancarire， 3rd. ed.， LOD'don， 1968 
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するのであり，その出発点たる当工場での労働者管理のあり方がヲその発展と
わ

どのようにかかわってい畠のかという点でも興味深いものであるヘ このλ タ

イアノレ工場についての研究は， Francis Collier， The Family Economy 0/ 

the Working Class in the Cotton Industry 1784-1833， (ed.， R. S. Fitton)， 

Manchester， 1964においてはじめてなされたものである。 コージアりこの論

文集はかの「生活水準論争」にかかわるものであり，綿業上場労働者の家計調

査にもとっき，手織ーじをはじめとするd主主産者，一般労働者に比較しての工場

労働者の生活水準の上昇を論証しようとしたものである。こラした性格上，主

として労働者家族の家計や物価等に関する資料が多く，労働者管理の分析には

かならずしも充分とはいえないが，それでも労働者家族の出自・構成，賃金額

と支払いの態様，生活条件等が示されており，他工場の資料あるいは他の研究

によ 4 て必要な補足を行なうなら，労働者管理の実態を解明しうる大きな手が

かりを与えてくれるものである。以下，主にコーリアに依拠して検討を加えよ

~[J) 
ノ 0

5) 地凸アークライト型農村工協の事聞につい亡は以下の文献を参照されたい。 G.Um削 n，Samuel 
Qld盟問owand the Arkwrights， 2nd. ed， New York， 1968; R. S. Fitton & A. P. Wadsworth， 
The Strutts and Arkwright>， Manchester. 1958; J. Lindsay， An Early ludmlrial Communi 

ty: T.he Evans' Coton Mill at Oarley Abbey， Derbyshire， 1783-1810， Business History 
R四" 叫 vol.34， 1960，即日J-301;S‘ D. Chapman， The Early Factory Masters， Newton 

Abbot， 1967小松芳喬「産業革命期の企業者龍一一綿業王アークライト伝考←ー」早稲田大学出

版部， 1979年。

の 本稿執筆中z スタイアル工場〔別名口は"了yBank Mill)に関する原資料の存在を知ること

となった。それは，茂木 之，イギリス初期締工場にお付る労働力の調達と教区徒弟 カ リ

バンク工場の事倒を巾心として ， r高崎経済大ザ付属産業訓究所記要」第17壱 第2号，

1982年， 19-55ベージにおし、て，分析 検討が加えられている。筆者の資料検索の不十分さを反
省し，これb原資料それ自体の筆者なりの検討は他日を期したく思う。だが， やや不明確であっ

た点がより明確になることを除けば，それはコーリアが利用した資料と，性格上異なるものでは
ないこと，さらに従来コーりアに依処してクレッグ会社やスタイアル工場に言及したものは多い

が，資本の労揮者管理という視角から， コーリアD論稿そのものに批判的検討を加えたものはほ
とんど存在していないこと，こうした点を考慮してあえてコ リアに依拠して本稿での検討を進

める次第である。たお 茂木，イギリス初期綿工場における労働力の調達と労務管理， r高崎経

済大学附属産業研究所紀要」第14号， 1979乍 i. Iアークライト型」工場の曽働力問題を取b扱

っているので合わせて参照されたい。
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11 姐スタイア J~工場の労働者

1 λタイプノレ工場の概観

労働者類型と調達を検討するに先だち，まずっ -V7の研究に則してスタイ

アノレ工場の発展のあらましを示しておこう。

サミュエノレ・ク*レッグ SamuelGreg (1758-1834)はベノレファースト Bel.

fastの船主の家族の出身で， 1784年， 建設費用品，000ポンドで， マンチェ λ

タの南方 9-，イノレ，チェシァのウィノレムズ戸ウ Wilmslow 近くのスタイアノレ

に工場を建設した。この費用の大きさは，グレッグ自身によれば彼を破産させ

るほどのものであョたがり， そわうち工場建物と機械はほぼ 3，5日0ポンドと評

価されており" その他は工場用地・貯水池・水路，さらに労働者住宅や農場

等々の購買および建設費用であったようであるの

製造綿糸の大部分は園内市場向けにマンチェ旦夕で販売され，一部はダーピ

ージァ，イーアム Eyamの手織工に前貸しされた。 1796年から 5年間，動力

としての蒸気機関の最初の建造に参画したピ タ ・ユアト PeterEwartが

パ トナ シップに参加し，彼の機械工学の知識がその後の工場の拡張・改造

に大きく寄与した。か〈して2.3年のうちにー建物の棟の増築.階の積み上げ

が行なわれ，第 2番目の水車と，~てその地方最初の鉄製の水車が設置される。

1800年には10馬力エンジンが据えつけられ，改良型の水力紡績機も付加さわして，

1815年までには4，416錘が稼動していたの。

見タイアノレ工場はナポレオン戦争後の不況から深刻な影響は受けず， 1818年

には，暗渠・水路に 5，000ポンド，水平に 2，:;00ポンド，工場拡張に2，000ボ γ ド，

7) F. Collier， op. cit.， p. 38なお，当時の資金調達が大部分，企業家の個人的紐帯による借金や
パートナーシッフの結成によって行なわれたことからすれば， グレッグりごとく大規模な工場建
設のための全資金を経営主D手持資金と利潤の再投資とをもって賄うととは，まれな事例であっ
たとされている。(大河内暁男「産業革命期経営史研究」岩直書広， 1978年， 158ベ 山〕なお，
錯木，前掲書も事J照。

8) S. D. Ch apman， ot. cit.， p. 128 
9) F. Col1icr， op. cit.， p. 38 
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水力紡績機(15，68口錘〕に， l，7P4ポンド，総額 11，764ポンドもの大改造，大拡

張が行なわれたC だが，その後は大規模な拡張は行なわれず，労働者の獲得が

非常に困難なところで新たに工場を建設することは得策ではないと考えられ，

その後のグレッグ会社の発展は他の地域で行なわれることとなった。 1823

1833年の聞に，グレッグ会社はベリ Bury， ランカスタ Lancaster，ケイトン

Caton，ボリ Y トン Bollingtonで工場を獲得した'"'。補足的にこれら諸工場を

合わせた当会社の1832年時点での規模を概観しておくと，固定資本 98，000ポン

ド，流動資本 70，00口ポ γr，賃金 34，000ポンド，雇用労働者総数 1，900人であ

り山.まさしく当時にあってはーイギリ月最大の地位を占めるものだといえよ

ヱ'"ノ。

さてユタイプルでの経営は， 1825-1826年の綿工業恐慌で深刻な打撃をこう

むり，ある番手での紡績は損失があったようであz。初代サミタエノレは力織機

の導入に反対したが，紡績E職布の結合は必須となり，彼の死後1835年に力織

機が設置言わし介。その後1838年には新たな織布場 weavingshedが建てられ，

緯糸紡績のためにミューノレがシャープ・ロパーツ商会 Sharpand Roberts か

ら購入され，かくして1840年以後一般的に繁栄することとなった川。

いまみたような発展をとげたグレッグ会社にあって，スタイアノレ工場はその

10) Ibid 
11) First Rφort 01 the Factory Commissioners， Lancashire District， 2， pp. 34~38， British 

Parliamentary Papers， voL xX.， 1833 なお，グレvグ会社の経営類型弘太糸紡績兼力織機大

工場と規定して経官分析を行なっている，吉岡昭彦編著「イギりス資本主義の確立」御茶の水書
房， 1968午， 42-49、 ジJ 55-58ヘ ジを参照されたい。

12) ちなみに当時のランカシア地区151工場のうち雇用封憧t者数1，500人をこえる白は，マンチェス
タとダキンフィーノレド Duckenfieldにユ場のあるハーリー&ヵーク社 Birleyaud [(irkで1，692
人，ボルトン Boltollの河 モンド&ハードヵースル社 Ormondand Hardcastleで1576人，マ
ソチェスタのマツコネル会社 MιConneland Co で1，545人， 以上であった。 (Suptlementary

Report of the Factory Commision沼町.British Parliamentary Papers， 1834， xix， pp. 119-123.) 
13) F. Co¥lier， op. cit.. p. 39なお，グレッグ会社の1784ー1840年の歴史については，次の論文を

奉照されたい。 M.B. Rose， The Role of Family in Providing Capital and Managerial Ta. 
!ent in Samuel and Compaoy 1784-1840， B出 iness'History， vol. xix.. No. 1， 1977， pp.37-
54.またグレッグ自身の証言として， cf. R噌ortsfrom the Select Committee on Manufacture， 
Commerce， and Shψtt"ng， Evidence of William R. Greg (QQ. 11329-11567)， Parliamentary 
Papers， 1833， vi， pp. 675-687. 
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出発点であると同時に，経営のあり方の原型たる位置を占めているともし、える

であろう。もとより企業の発展あるいは成功は，資金調達や技術革新，マーケ

y ティ γ グ等，経営戦略の総体的把援によヮてはじめて語られうるものである。

しかしまた，労働者の労働意欲を高め，志、気を鼓舞して労働の生産力を高める

ことも，企業発展の本質的に重要な契機であわ，いまだ労働者の主体的力量も

精神的熊度も工場制度に適合的とはなりえていない産業革命期においては，な

おさらのことであった。

2 スタイアノレ工場の労働者

コーリアによれば，只タイアル工場の労働者は， (1)労役所 thework house 

からの徒弟，すなわち「教区徒弟J，(2)一般児童徒弟， (3)目白な労働者 free

labourの三類型であった1心。 これらの労働者はどのようにして獲得され， ま

たいかなる性格を有するものであったのか，さらに彼らは工場労働にどのよう

に編成されていたのか1 これらの点をまず明らかに Lょう。

A 工場徒弟

いわゆる「教区徒弟」は，衣食住は与え bれるが賃金文払いは受げない，文

字通りの児童奴隷であった。彼らは教区監督官を通じて大都市を中心とする労

役所から連れてこられた。旦タイアノレ工場の徒弟の出身地は，ニューカースノレ

-ア γ ダ ヲイム Newcastle-under-Lyme， リパプーノレ， ロンドン，そして

チェシァの多〈の教区となっている山。労働者の移動に関寸る一般的な研究に

よれば，初期農村工場キたちは，それが集団で獲得されうることから大都市の

教区徒弟を好んで調達したようであり 16).スタイ 7ノレ工場でも，前述出身地の

うち大都市からの徒弟は教区徒弟であったと推定しうる。ちなみにユアは，ス

タイアノレ工場の女性徒弟の一部分はチェシァの教区出身者であるが，大部分は

14) F. Co1Hcr， op. cit..ぁ 39.

15) lbid.， pp. 39， 45 
16) A. Redford， op. cit， p. 26 
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主にリパプ ノレの救貧院 thepoor-houseから連れてこられた，と述べてい

る問。

教区徒弟だけの数は不明だが，一般児童徒弟も含めた工場徒弟の数は，第2

表のとおりである。他の初期農村工場での徒弟比率からも明らかなように，初

期農村工場労働者中に占める徒弟の比率は 3分の 1から 4分の 1とされるのだ

がlベスタイアノレ工場においてもほぼ同じ比率であった。ところで一般的には，

徒弟制度は1日世紀初頭をピークに漸次消滅することとなる。たとえば 1802，3

年以後，ロンドン諸教区の大部分は児童を徒弟として地方に送りだすζ とをや

めていたし，残りの教区からの徒弟数も 1802-1811年の10年間に 5，815人，その

うち2，026人が地方へ， さらにそのうちの約1，500人がラ γ カ V ャを中心とする

綿業地域へ送りだされただけであって，その地域の人円増加の lパーセ Y トを

占めるにすぎないものであった。とうした徒弟制度の一般的な衰退・消滅傾向

からみるとき，スタイアル工場はその例外とされる山。すなわち1831年におい

ても 1日0人もの徒弟をかかえ，徒弟制度が廃止きれるのは1857年であったとい

第2表各工場徒弟数と比率

工 場 下~-r~弱者数 I徒弟数(比幻

スタイアル士場 l121 i 獄 I 1認団;務;
詰24d孟41調|打開 11 ，SOO~2，OOO人両示i二33%)
オノレドウノのメラ Tl;I;¥ 1.___.1 ιι  P 児 10立LEno泊 millat 、1!Z~~-41 田5人 |切人 l投開

A Mellor)|l乃 8 318人 1 100人(約31%)

注〉 本印のうち， 9人はメラ 生まれ。
出所) F. Collier.司 op.cit.. pp 41-43. A. Redford. Labour Migraぽionin England， 180C 

1850， 1926， p. 25 より作凪も

17) A. Ure，噌 cit.， pp. 347-348 

18) A_ Redford， op. cIl.， p. 25なおベリ近辺のピ ルR.Peelの諸工場では一時に千人も町徒
弟が雇用されており，そり大多数がロンドンの教区から連れてこられたものであったようであるB

CF. Collier， op. cit.， p. 29; A. Redford，ゆ叫， p. 23.) 
19) Ibid.， pp. 28-29 
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うことであり叫，こうした例外的な徒弟制度の存続は，当工場での労働者獲得

の困難さが大きかったことを示唆している。

九タイアノレの工場徒弟を構成するもう一方の徒弟は 親との直接の契約によ

って獲得される徒弟，すなわち一般児童徒弟であった。教区徒弟が教区監督官

との契約によって，しかも大都市の労役所から獲得されることが通例なら，こ

の一般児章徒弟は親が契約当事者であり，近隣の住民の児童であると推定でき

ょう。ただし，児童を徒弟に出す家族との接触にあたっては，なんらかの形で

ω教区監督官等0)仲介があったようだが'"。一般児童徒射には食物と住居が支

給され 1週9ベンスから 1シリング 6ペンスとし、う低額の賃金が支払われたo

A タイプノレにおけるこのような児童の年期奉公契約書の一例はく資料じのよ

うなものであった叩。

このような年期奉公契約の内容が自由・平等な契約関係とはほど遠いことは，

一見にして明瞭である。賃令は事実上無害に等しいほどの少額で家計補充的と

すらいえず.児童を徒弟に出す家族にとっては口べらしとしての意味しかない。

1日13時間労働とし寸規定はありながら，それを超える時間は児童の自由に任

されるとし寸巧妙さでもって，時間外労働，長時間労働を正当化する根拠が与

えられている。動力を水力に依存していることによって操業時聞が不規則とな

らざるをえない状況のもと，労働の開始時刻の変更は，夜間労働の可能性を強

く示唆するものである。さらに，賃金削減に結果する勤務怠慢の判定は客観的

な基準が示されず，工場主の~意的な判断に任されていること，かっ解雇につ

いても，工場主の裁量に全面的に委ねられていることも重要である。こうした

契約内容が，直接的な親の保護から解き放たれた児童に対し，いかに過酷に作

用するかは，おのずと明らかである。

20) F. Collier. ot. cit.. p. 43 
21) A. Redford， op.日 't.，p. 22 
22) 乙の上うな年期奉公契約書または他の入職契約書については，茂木ョ前掲論士， cr高崎経涜大

学附属産業研究所紀要」第17巻第2号， 1982年)39-40へ ジ，をも参照。 なお，ー般児童徒
弟にあってもi 衣服等0物品が支給される場合賃金が極端に低くなることにも注意。
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〈資料1) 般児童徒弟由契約書

約 定

本目，ランカシア，マンチェスタの綿製造業者サミュエル・グレッグを甲と

1.-，ランカシア， ヒート γ ・ノリスの帽子製造人トマス・スミスを乙として，

甲乙双方により以下町如〈契約するもりである。すなわち，乙は， ι スタ・ス

ミスおよびアン・スミス同人が，以下の条件のもとで，スタイアル綿工場にお

いて正当かっ正直なる使月人として甲に仕えることに同意する。

一、契約期間は 3年間とする。

一、労働回数は l週6日，毎目13時間努働とする。

一、上を超過する時聞については=スタおよびアン両人目自由裁量とする。

一、労働の開始時刻は，甲により時宜に応じて決定されるものとする。

一、賃金は 1週につき lベェーとする。

一、賃金以外に，充分な飲食物，消潔な衣服・宿泊所，および使用人に必要

かつ適当な他り物品が支給されるものとする。

一、アンおよびエスタ両人が上記契約期間内での労働時間内に甲の許可なく

その勤務を怠るとき，甲は怠慢時間該当額および怠慢の結果たる損失補

償額の賃金削減を行いうるものとする。

一、甲は，上記契約期閣中，両使用人の不品行，または事業不振の故をもっ

て，両使用人を自由に解雇しうるものとする。

下記立会人のもとに

1788年l月初日

本人 トマス・スミス

立会人 マシュー・フォークナ

出月i") F. Collier， op. cit. p. 55 

契約の内容し、かんにかかわらず，それが第三者からみて公正に履行されるな

ら，少なくとも契約当事者にとっては公平なものだといえるであろう o そこで

重要なのはヲ立会人7 ンュー・アオークナ MattwFawknerの地位および役

割である。フォ クナなる人物は，当工場の支配人であり"九そのこと自体か

ら労働者たちにとって公平な立会人とはなりがたいことがうかがえるが，他の

資料でもう少し詳し〈みておこう。それは，グレ γ グとウィリアム・チャドウ

23) M. R Rosへの)t.cit.， p. 40 
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ィック WilliamChadwickとの問でかわされた 1791年 2月 5日付の就労契約

書、および1794年10月28日付のチャドウィックのマシュー・フォークナに対す

る債務支払い約定書である出。いま就労契約書の内容のうち，とくに賃金およ

び罰則について摘記すれば，賃金は 1週14シリソグ，グレッグの同意なく欠勤，

遅刻，早退するとき，該当時間給の 2倍額の賃金削減，が規定されている。そ

の賃金額からチャドウィックは成人男子の熟練職人または職場監督と推定しう

る'"。また債務支払い約定書において，

一、スタイアノレのマシュー・フォ クナに対L.請求がありしだい， 5ポン

ド11シリングを支払う乙と。

一、上記金額を弁済ずるまで，以下の世帯道具を彼に譲渡すること。

、上記金額弁済のため 譲渡物品の全部または一部を，その費用を償って

販売する自由士彼に与えること。

これらのことが誓約され，その世帯道具として，テーフツレや椅子などの大きな

4idからフォークにいたる小さなものまでが主語げらnている。 5ポγ ド11シリ γ

グ一一昇給を考慮しても約 7週間分の賃金額に匹敵するこのように多額の借金

が， 1791年から約 3年間に累積したものか，また他の地域への移動費用として

一時になされたものかははっきりしない。だが，工場支配人としてのフォ ク

ナはー労働者の徴募と定住化についても責任と権限を有していたことは明らか

であり，その諸方途の中に，移動費用の前貸し，労働者の借金の肩代わり，工

場での日常的貸付けなど，いわば「債務奴隷制」のもとでの労働者の拘束・繋

蒋という局面が含まれていた，といえば過言であろうか問。

以上から， I教区徒弟」と一般児童徒弟は同巳境遇におかれた工場徒弟とし

て一括して論じることができょう。

B. 自由な労働者

24) F. CoJlier，噌.cit.. p. 56 
25) cf. lbid.. p. 41 

26) ここで詳しく検討できないが，スタイアル工場には「借金帳薄」が存在していたとされている.
(Ib;d.) 
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では第3類型，いわゆる「自由な労働者」とは具体的にいかなる労働者だっ

たのか。この点にかかわってコーリ 7は，スタイアノレでの労働者住宅や商盾の

開設は，労働者家族の定住を促進するためのものだと述へまた「グレッグ会

社は，低賃金のゆえに都市の労働者を惹きつけえず，教区監督官の仲介で，貧

いしが工場労働にふさわしい家族と接触したJ(傍点筆者〉とも述べている町。

ここで重要なのは，旦タイプノレ労働者家族所得例を示す第 3-A，B， C表に

おいて明らかなように，成人男子から児童まで，家族世帯員ほぼすべてが労働

に従事した，とし、う事実である。ここから，いわゆる「自由な労働者」とはけ

っして個別労働者を意味するものではないこと，少なくとも紡績上場の主要な

作業に従事する労働者とは「家族くるみ労働者」でめる ζ とが，明らかとなる。

「家族ぐるみ労働者」を示す事例は， たとえばオノレ lノウ Samuel Old 

know のメラー工場 Mcllormill， ピーノレ&イェイツス R.Peel and Yates 

のベり近辺のパース工場 Burrsmill，ストラッ卜 the Strutts のベノレパ-

Belper， ミルフォード Milfordの工場などでも見られる。いま一例だけを示

した第4表のストラット一仁場の家族収入例主，家族くるみ労働者の存在を表わ

しているしバース工場の1801-1802年の賃金帳薄によれば，賃金労働者 136

人中日5人が26家族に属していたようである加。オルドノウのメラー工場は，こ

のような家族ぐるみ労働者が工場建設時や操業開始後にどのような形で雇用さ

れたのかを示していて，興味深い。

メラ 工場の建設は1789年頃から始まり，整地，河川・貯水池・建物・機械

の建造などの最初の作業は，主として家族もち熟練職人によって行なわれた。

労働者数も増加するが，工場で紡績作業が開始されるにつれて，婦人・年少者

・児童の比率が高まった。建設が終われば必要でなくなっていた世帯主の成人

男子をー工場の職場監督や機械工とする以外に，炭抗や石灰山，あるいは建築

作業や農場での戸外労働に従事させた。それは，当時メラー工場の自由な労働J

27) Ibid.， pp. 39， 43 
28) lbid.， p. 32 
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者の約90%を占めていた，婦人・年少者・児童を工場で働かせるためであっ

た2"，。

ここから家族一括雇用は，たんに工場内部だけでなしその付属施設での成

人男子世帯主の雇用という面も含んでいたことがわかる。この点に関してレド

フォードは，オノレドノウの工場が広大な農村所領のー固に立地していて，事業

不振のおりなど工場労働者を農業での臨時労働に従事させたりしたと述べてL、

るが'"λタイアノレの場合にも i[工場〕村落が大きくなるにつれ， ミノレク

バター・農産物を労働者に供給すべく農場が購入されたJ31lということから，

モの規模は切らかではないが，付属農場での作業にも，工場労働者の家族，と

りわけ成人男子が従事Lたことをうかがし、知ると左がで雪ょう。

ところで， この土うた家族「るみ労働若のスタイ 7ノレへの移動と定住は. ど

のよ号な方法で行なわれたのだろうか。初期工場に対する一般的嫌悪という事

情のもとで，労働者家族主移住させることには多くの困難があったなかで，月

タイアノレ工場の場合唱「これらの自由な労働者〔家族ぐるみ労働者〉の大部分は，

チェシァの教区監督官を通じて獲得され，また救貧法委員会を通じてバッキン

ガムシァやパークシアから連れてこられた」山というように，当時の地方・中

央行政機関の仲介を通してであった。そしてグレッグ会社がこうした方法で接

触し調達した家族とは「貧民救済の援助を得てかろうじて最低の生活を営みう

る人々」であって，彼らにとって「工場労働は，不潔なあばら家，飢え，ぼろ

ぎれに代わる，快適な住居，人並みの食事や衣服を意味したJ33) ような貧民家

族であった。

こうした地方・中央の行政機関を媒介とする貧民労働者家族の移住に関連し

て注目されるべきは，労働市場構造の変化に伴う労働者周旋方法の変化という

29) G. Unwin， op. cit.， pp. 162-169堀江，前掲書.25ーィ28ベーシ。
30) A. Redford， op. cit.， p.. 21 
31) F. Collier. ot. cit.， p. 39 
32) Ibid 
33) lbid.， p. 43 
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第 4表ペルパー， ミルフォード工場
(1) The Allsop Fami1y 

1 1 1 
平π-4-1-11 2 1 3_1_4 

(1) Thornas 精紡 10 4115 10:15 01 9 0:14 0:15 9:13 5 

(残 業) 1 1 101 1 91 1 21 1 111 1 101 1 111 1 10 

』門部労働 15 0 

(2) Thomas 総糸 o 5， 3 111 4 81 4 11 

流綿 2101321351331261

(:l) Samuel 精 紡 百円 51 0 9 

車E 糸 4 91 5 71 6 21 5 61 6 。
(4) Sarah 精 紡 5 41 5 10 6 81 6 71 5 71 5 41 6 71 6 8 

(5) Elizabeth 精 紡 7 41 7 41 7 (0 の〕

帝忠 糸 2 6 61 7 11 7 11 6 2 

(6) M.，y 精 紡 6 71 6 11 6 6 10 1 

』型 糸 日 56 165  6 9 

(7) Ann 混打綿 。51 0 51 0 2 1 3 

精 紡 l 01 2 o 2 。3 

工場労務

週平均所得 39 5，46 3140 245 8 47 。
注) 各四半期毎の賃金総額を13(週の数〉で除して週平均賃金を計算した。{且，週平均家

以下同じ。なおこれは， ゾィットン CR.S. Fitton) が当工場残存資料乞韮理しL

出所) F. Collier， op. cit.. pp. 74-5 

点である。当初，教区徒弟の大部分が大都市の労役所から獲得されたのだが，

その他の労働者は近隣諸教区監督官等の置接・間接の仲介をへて，工場の私的

周旋人により調達されるのが通例であった，とされている山。 1830年代に入っ

て産業革命が完成されてくると，北部工業地域での綿業工場制度の確立と労働

者不足，南部農業地域での第 2次エンクローユノャーの進展と大量の過剰人口の

存在，とし、う構造が生みだされ，労働者移動を全国的な規模で促進することが，

資本にとって緊要の課題となってくる。綿業でも手紙工の没落と賃労働者化が

進むが，彼らは主に~'"チェ旦夕などの大都市「と移動したため，農村に立地

して低賃金しか支払わないスタイアノレ等の農村工場は，深刻な労働力不足に直

:34) A. Redford， ot. cit.， p. 22 
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このような状況のなか， グレッグ家の長男ロパート Robert

労働者移動の公的斡旋機関の設置を要請して，

次のように述べる。 i我々の(地方の〕ニ，三の大都市に，なんらかの公的連

絡機関が開設されるべきであり，人口過剰な教区当局は，その公的機関に対し

自己の監督下にある家族の一覧表を送付すべきである。労働者の不足している，

面したのである。

(1795-1875)は， 1834年 9月，

その必あるいは新たに事業を始めつつある製造業者はその一覧表に目を通し，

要に応じ C 我々の必要とする労働者は井市に多様なものであるから 大

また未亡人あるいは孤児等々を選青少年あるいは児童，家族あるいは小家族，

バッキ

J. T. Ward， The Faclory Mc町 ment 1830-1855. LouJon， 1962， p. 123. cf. A. Redford.ノ

また同年12月，択することになるだろう。JS5l こうした要請を受什て，

35) 
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ンガムシァ，グレイト・プレドロウ GreatBledlowの貧民 32名による仕事や

救済を求める救貧法委員会への手紙をきっかげに，南部から北部への労働者移

動の実験が行なわれし， 1835年 3月までにスタイアノレヘ4，5家族が移住したので

ある刷。その後1835年夏，マンチェスタとリーズに公的斡旋機関が設置され，

労働者移動が促進されるのだが31)全社会的な労働市場の編成替え，農民・小

生産者の賃労働者化， L たがってまた相対的過剰人口創出構造の全面化の過程

にあって，地方や国家の行政機関の呆たした役割に留意しなければならなL、。

資本のょっ亡たつ基盤たる労働者の過剰11:;と彼ら相互の生存競争の激化を画す

る1837年恐慌が，すでにその役割を終えた先の公的斡旋機関の閉鎖に結果した

のは，当然のなりゆりであった""。

1834年末から1835年 3月にかけてスタイアルに移住した労働者家族とグレッ

グ会社との契約を示すのが宅〈資料 2)である。 ことからは、 その家族構成員

がどのように丁場労働に編成されているのかはわからない。だが各世帯員労働

者の資金額とともに家族全体の総賃金額が示されていて，家族一括雇用を物語

っている。また注目しなければならないのはその世帯人数の多さであり，アー

クライ f型工場の需要する婦人・年少者の大量的確保が，ロパ トのいう比較

的大きな家族の移住によって果たされたことは，明らかである。さらに，契約

雇用期聞が比較的長期のものであることにも注意すべきである。この契約自体

は 2年間契約だと思われるが，その後の公的斡旋機関を通じての移住は 3年間

契約で行なわれた問。なお契約当初から翌年の昇給が約束され か〈して労働

者の定着をはかろうとしていることもみてとれよう。これらの諸点は，たんに

労働力調達の困難さを示しているだけでなく，工場労働に不慣れな労働者に訓

¥Ibid.， p. 91. 
36) A. Redford， ibid.， pp. 88-89 
37) 1 did.， pp. 91-94 
38) グレッグの要請に先だち，温情的工場主の一人，ア γ ュワース EdmundAshworthは次のよ

うに語っていたo rこのこと〈労働者移動の促進〉は，賞金の平準化を4たらしまた，最近と
みに頻発しているストライキの防止に設立つであろう.J0. T. Ward， op. dt.. p. 123) 

39) A. Redford， op. cit.， p. 91. 
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〈資料2) (救貧法委員会を通じての〉グレッグ会社と移住家族とり契約例

Oジョン・ホウレットの契約.第1年度 1週24ンリング，第2年度 27シりング

ジョン・ホ Vレット 38歳 職長として 12 s. 0 d 

メアりー・アン 16 工 場 4 6 

アン 14 11 3 6 

セリア

アィ号、/ー

キ〔児童なし〕

12 

10 
" 9

“
司
よ
一

a生2
 

p
b
h
b
一nu

" 

0ジョン・スティーブンスの契約 第 1年度 1週26'./リング，第 2年度 29γ リング

ジョン・スアィーフンス 38歳 労務者 128. Od. 

エりザベス 18 工 場 6 0 

レ"'"ッカ 14 " 3 6 

ジェイムズ 12 " 3 o 
メアリ} 10 " 1 6 

ベ児童 5人〕 26 O 

。ハンナ・ヴィーシーの契約 第 1年度 1週20シりング，第2年度 23シリング

ハンナ・ヴィ}ンー(未亡人)

サミ z エ Jレ 18歳 工 場 7s Od 

ファニー 16 " 6 。
へン~ - 14 " 3 6 

ジョセフ 12 " 2 1 

メアロー 10 " 1 5 

20 0 

注) (児童なし)， (児童5人〕とは 9歳以下の児童りことである。
出所) F. Collier， op. cit.， pp. 43-44 

線・陶冶を行ないつつ，彼らを自己のもとに包摂するというその過程が，まさ

しく資本にとっては長期にわたる困難な過程であったことを示唆するものであ

る。

かくして，いわゆる「自由な労働者」が，生産・生活諸条件から分離された

無差のプロレタリアートと L寸規定にあてはまるとはいえ，かな bずしも古い

共同体的諸関係を払拭されたばbぱらの諸個人を意味しないことに，注志する

必要がある。
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3 まとめ

以上 スタイアノレ土場の労働者は，工場徒弟といわゆる「自由な労働者」司

家族ぐるみ労働者とから成っていた。これら二類型の労働者は，工場労働力と

してそれぞれどのような位置と役割を与えられていたのか，またその賃労働と

してのあり方は，資本=専制的指揮権視角からするとき，どのように規定しう

るのか，この点を検討して，本稿のまとめとしよう。

徒弟が全労働中に占める劃合は， λ タイアノレ上場におい ζも多くて 3分 if)1 

Zあったことは， すでにみたとおりである。賃金労働者が主要な工程にどのよ

うに編成されていたのかを職種構成分布を表わす資料でみると， 1790年では労

働者 183人のうち杭綿室は 77人(42%)，精紡室l士56人(38%)でありヲ 1831守

では労働者 351人のうも杭綿室は 115人(33%)，精紡室は 85人(25%)であっ

t:: 40) <> 1790年から1831年の賃金労働者総数の増加率 90%に対し，柿綿工と精紡

工の増加率は双方約 50%と低いが，これは， 1790年には労働者や近隣住民の家

庭で行なわれていた打綿等の準備工程が， 1831年には工場内職場に編成される

など工程間分業が進み， j硫綿室および精紡室の労働者比率が相対的に低下した

ためであって，工程間相互の労働者数の比率は変化していない。したがって賃

金労働者たちは各主要工程に均等に配分され，かくして賃金労働者，すなわち

家族ぐるみ労働者が工場労働力としても基幹的な位置を占めていたことは明ら

かである O スタイプノレ工場においても徒弟には二人で一つのベッドしか与えら

れていないことから日，初期アークライト型工場に一般的であった精紡工程で

の夜間労働が彼らによって行なわれたと推定できょう位、ここから基幹的労働

力としての家族くるみ労働者と，それを補完する徒弟，という構造がうかびあ

がってくる。そもそも工場徒弟制度は，アークライ卜機械体系が旧米の熟練を

不要としていることから，手工業的払能の養成と訓練という徒弟制度本来の内

実を喪失しているものであり，長期にわたる工場への繋縛という形式において

40) F. CoUier， op. cit.， pp. 11--12. 
41) Jbid.， p. 45 
42) 茂木，前掲論文， 36-37へー ν参照。



イギリス初期綿工場における労働者管理 (521) 93 

のみ存続したことは，明らかである。したがって工場徒弟制度は，それが例外

的に存続したスタイアノレ工場においてはなおさらのこと，労働力の調達・確保

のいわば安全弁としての機能においてこそ把握されるべきである。

ところで，教区徒弟も一般児童徒弟も，その契約当事者が教区当局であれ実

の親であれ，内実としてはまさに身分的・強権的な雇用関係にもとづく「児童

奴隷j であった。またいわゆる「自由な」家族ぐるみ労働者も，家族成員の一

括雇用という点で，自由な諸固人としての近代的な労働者ではけっしτなかっ

たし，さりに高い賃金収入という積極的な経済的利害に動機づりられて，自ら

進んでム場労働に従事しようとしたものでもなかった。教区徒弟は家族関係す

ら解体された被救他民児童， 般児童徒弟はロペらしせざるをえないほど困窮

した近隣住民の児童，家放くるみ労働者は，工場に入らなければ嫌悪すべき本

来の労役所に入らざるをえない，それほどに貧し<.家族解体の危機に瀕した

小生産者・小農民家族だといえよ弓。しかしまた，そこからやにわに，彼ら初

期綿丁場の労働者が固定的に古い，いわば前近代的な労働者であったと規定す

ることもできなし、。他人の指揮のもと，時間や規律の拘束を受けて集団労働に

従事することは，小生産者・小農民家族の伝統的な労働や生活のあり方を根底

的に転換させるものであり，この意味で彼らこそは，のちに工場体制下に包摂

されてくる賃金労働者たちの先駆たる位置を占めているからである。

では，旧来の小生産者的・小農民的性格を保持する労働者を，資本は， どの

ように工場労働に編成して，剰余労働を強制したのか，また家族ぐるみでの雇

用と労働は，資本の労働者管理にいかなる性格を与えることとなったのかーー

その実態の分析・検討，これが次稿において果たすべき課題である。

(1985. 3. 2) 


